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午前１０時００分  開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（杉本信一君） 本日をもって招集されました令和５年第８回遠軽町議会定例会を

開会します。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（杉本信一君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎諸般報告 

○議長（杉本信一君） 会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。 

○議会事務局長（小野寺正彦君） 御報告いたします。 

 ただいまの出席議員は１５人であります。 

 なお、前島議員より欠席の届出があります。 

 本日の列席者は、佐々木町長、佐藤教育長、村瀬代表監査委員、石丸農業委員会会長で

あります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の令和５年度例月出納検査の結果、議長の執務及び閉会中における各委員会等の活動状況

につきましては、別紙印刷の上、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、説明員につきましては、案件により、主幹等が入ることもありますので御了承願

います。 

 次に、本定例会の日程は、第２５までとなっております。 

 なお、追加議案等が予定されておりますので、あらかじめ御連絡申し上げておきます。 

 以上で、報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（杉本信一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、阿部議員、竹中議員を

指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（杉本信一君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、議会運営委員長の報告を求めます。 

 秋元議会運営委員長。 

○議会運営委員会委員長（秋元直樹君） －登壇－ 

 御報告いたします。 
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 本日をもって招集されました令和５年第８回遠軽町議会定例会の会期につきましては、

１２月６日午後２時より議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日から１２月１４日ま

での３日間と決定いたしました。 

 なお、追加議案、意見書等につきましては、それぞれ調整の上、１２月１３日午後２時

までに議長へ提出されるようお願いいたします。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（杉本信一君） お諮りします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から１２月１４日までの３日間

にしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から１２月１４日までの３日間とすることに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明 

○議長（杉本信一君） 日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） －登壇－ 

 令和５年第８回遠軽町議会定例会の開会に当たり、議員の皆様には、大変お忙しい中御

参集いただき、厚くお礼を申し上げます。 

 初めに、令和５年第６回遠軽町議会定例会以降における行政について御報告いたしま

す。 

 まず、防災についてでありますが、９月２４日に旧遠軽小学校を会場として、遠軽町総

合防災訓練を実施しました。本訓練は、災害時における町と関係機関による連携や住民の

防災意識の高揚などを目的として、隔年で実施しておりましたが、新型コロナウイルス感

染症の影響により、前回は中止を余儀なくされ、４年ぶりの実施となりました。 

 本年の訓練は、水害及び土砂災害を想定し、自衛隊、警察、消防などの関係機関と地域

住民ら総勢約７００人が参加する中、水道及び電気の復旧や倒壊家屋からの負傷者の救出

救助、炊き出しなどの訓練を実施し、災害時の対応を再確認しました。今後も関係機関と

連携し、災害に強いまちづくりを進めてまいります。 

 次に、陸上自衛隊遠軽駐屯地創立７２周年記念市中パレードについてですが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、５年ぶりに実施されたところです。９月３０日に、道道

遠軽芭露線、愛称「連隊通り」において行われた市中パレードには、沿道に約８００人の

町民の皆様が詰めかけ、車両や徒歩で行進する隊員の勇姿に大きな声援が贈られました。 

 市中パレードの実施により、地域住民と遠軽駐屯地とのより一層の一体感の情勢はもと

より、遠軽駐屯地の存置及び体制強化のアピールとなったところであり、今後も「遠軽駐
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屯地みんなでめざそう日本一」を実現するため、関係機関とともに取り組んでまいりま

す。 

 次に、教育についてでありますが、遠紋地域は日本の食糧基地であるオホーツク地方の

２分の１を占め、その地域住民を教育と医療で支えるのが本町の役割と考えております。 

 人口が減少していく中、教育の中核となる遠軽高等学校が魅力的な高校であるための５

学級維持は、まちづくりに非常に重要な要素となります。町では、同校を支援するため、

遠軽地区以外からの通学者等への補助や下宿整備の補助、各種大会参加費の助成等を行っ

てきたところであり、本年度は通学区域外からの生徒数が１００人を超えているところで

あります。 

 このような成果が出る中、同校吹奏楽局は、１０月２２日に名古屋市で開催された吹奏

楽の甲子園こと、全日本吹奏楽コンクールに２年連続、１１回目の出場を果たしました。 

 遠軽町芸術文化交流プラザなどで練習を重ね、８月に札幌市で開催された北海道吹奏楽

コンクールで、全日本吹奏楽コンクールに２校のみが出場できる代表校に選ばれたもので

あり、ハイレベルな全国大会の大舞台において遠高サウンドを披露し、見事２年連続銀賞

を受賞しております。 

 また、同校のラグビーフットボール部は、１０月１日に札幌市で開催された全国高等学

校ラグビーフットボール大会北北海道大会を制し、１２月２７日から東大阪市花園ラグ

ビー場で開催される全国大会に８年ぶり、１１回目の出場権を獲得しております。 

 これらの同校の目覚ましい活躍は、全国に遠軽をアピールし、町民に大きな誇りを与え

ていただいたとともに、同校の５学級維持へ大きな弾みがつくものであります。町としま

しては、引き続き同校に対する可能な限りの支援を継続し、教育の充実に努めてまいりま

す。 

 また、町内の小中学校の吹奏楽の活躍もすばらしく、１１月４日に東京都文京区で開催

された日本管楽合奏コンテストに南中学校が出場を果たし、最優秀賞と審査員特別賞を受

賞し、さらに１１月１８日に大阪市で開催された全日本小学生バンドフェスティバルに

は、東小学校及び南小学校が出場し、それぞれ銅賞及び金賞を受賞し、翌１９日の全日本

マーチングコンテストには遠軽中学校及び遠軽高等学校が出場し、共に銀賞を受賞してい

ます。いずれも北海道の代表として、堂々たる演奏を披露したところであり、日々の努力

に敬意を表したいと思います。 

 次に、北海道白滝遺跡群出土品国宝指定記念式典についてであります。 

 ６月２７日に日本最古の国宝として指定されたところですが、１０月２７日に白滝国際

交流センターにおいて国宝指定記念式典を挙行いたしました。 

 白滝小学校の児童による「石育」の取組の紹介や「ひらやま太鼓」の演奏により幕を開

けた式典は、約９０人の関係者に御列席をいただき、資料の収集や保護に尽力し、国宝指

定の礎を築いた郷土史研究家の故・遠間栄治氏に対し感謝状を贈呈するなど、関係者の皆

様方とお祝いをしたところであります。 
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 改めて関係者の皆様方の文化財や地域に対する愛着と保護活動への御尽力に深く感謝を

申し上げ、次代に引き継いでいくその責任の重さを再認識し、今後も資料の適切な管理運

営に努めていく所存であります。 

 次に、ＪＲ問題についてでありますが、１１月５日に鉄道利用促進に向けたツアー「石

北本線２０２３クラフトビール列車の旅」を実施しました。 

 本ツアーは、本町並びに北見市及び北海道鉄道活性化協議会で企画したもので、ＪＲ石

北本線の遠軽－北見間において、遠軽駅発着と北見駅発着の地域資源を生かした２コース

を設定し、約５０人の参加がありました。 

 本年度は、国土交通大臣の業務監督命令に基づいて、ＪＲ北海道と沿線自治体が取り組

む集中改革期間５年間の最終年度であり、年度末に向けて総括的検証や抜本的な改善方策

の検討が予定されており、これまで石北本線の利用促進や経費節減に取り組んできたとこ

ろです。 

 町としましては、道、管内期成会石北本線部会をはじめとする関係団体と、より一層に

連携を図り、石北本線の維持・存続のため粘り強くこの問題に対応してまいりますので、

皆様の積極的な御利用をお願いいたします。 

 次に、要望関係についてでありますが、陸上自衛隊遠軽駐屯地存置期成会として、１０

月２７日には遠軽駐屯地に、１１月７日には第２師団司令部に、２０日には北部方面総監

部に、２１日及び２２日には中央要望として、防衛省及び国会議員に対し、駐屯地の存置

並びに部隊増強について要望を行ってまいりました。 

 １１月８日には、北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会として、防衛省及び国会議員に対

し、北海道の自衛隊の体制強化並びに自衛隊と地域コミュニティーとの連携について要望

を行ってまいりました。 

 また、道路整備関係についてでありますが、１０月３０日には高規格道路旭川・紋別自

動車道早期建設促進期成会として、１１月７日及び８日には遠軽北見道路整備促進期成会

として、関係省庁及び国会議員に対し、道路の整備促進及び防災・減災、国道強靱化に必

要な道路予算の確保などについて要望を行ってまいりました。 

 高規格道路は、町民の暮らしを支え、地域と命をつなぐ路線として大変重要であり、早

期の全線開通について、今後も引き続き要望を行ってまいります。 

 次に、本議会に提出いたしました議案の大要について御説明申し上げます。 

 議案第１号表彰については、遠軽町表彰条例に該当いたします対象者の表彰について、

議会の議決を求めるものです。 

 議案第２号遠軽町犯罪被害者等支援条例の制定については、町が行う犯罪被害者等に対

する支援について必要な事項を定めるため、本条例を定めるものです。 

 議案第３号遠軽町生田原木のおもちゃワールド館条例の一部改正については、社会情勢

の変化に伴い、生田原木のおもちゃワールド館の使用料を改正するため、本条例を定める

ものです。 
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 議案第４号遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正については、人事院勧告

に基づく国家公務員の給与改定に鑑み、一般職の職員の給与を改定するため、本条例を定

めるものです。 

 議案第５号遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び遠軽町町長、副町長

及び教育長の給与に関する条例の一部改正については、一般職の職員の期末手当及び勤勉

手当の支給割合の改定に鑑み、議会議員並びに町長、副町長及び教育長の期末手当の支給

割合を改定するため、本条例を定めるものです。 

 議案第６号遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

ては、一般職の職員の給与改定に鑑み、会計年度任用職員の給与を改定するため、本条例

を定めるものです。 

 議案第７号遠軽町国民健康保険税条例の一部改正については、国民健康保険税の産前産

後期間に係る所得割額及び被保険者均等割額を減額するため、本条例を定めるものです。 

 議案第８号遠軽町水道事業及び下水道事業の設備等に関する条例等の一部改正について

は、遠軽町水道事業の事業計画の変更及び遠軽町個別排水処理施設事業の地方公営企業法

適用に伴い、関係条例の規定を整備するため、本条例を定めるものです。 

 議案第９号遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固

定資産税の課税免除に関する条例の一部改正については、課税免除の適用範囲を改正する

ほか、所要の規定を整備するため、本条例を定めるものです。 

 議案第１０号遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正については、国の基準の一部改正に伴い、所要の規定を整理するた

め、本条例を定めるものです。 

 議案第１１号工事請負契約の締結については、令和５～７年度、遠軽町新庁舎建設工事

について、議会の議決を求めるものです。 

 議案第１２号工事請負契約の変更契約の締結については、令和５年度旧瀬戸瀬小学校解

体工事について、議会の議決を求めるものです。 

 議案第１３号から議案第１５号までの指定管理者の指定については、白滝農林水産物直

売・食材供給施設、遠軽町総合体育館外１８施設及び遠軽町芸術文化交流プラザの指定管

理者を指定するため、議会の議決を求めるものです。 

 次に、議案第１６号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）の主なものについて

御説明いたします。 

 歳入については、国庫支出金、道支出金、寄附金、繰入金、諸収入、町債を補正し、寄

附金については、寄附者の御意思に添いまして、目的の基金に積み立て等をするもので

す。 

 歳出については、職員の給与改定等に伴う人件費、ふるさと納税寄附金の増加に伴う経

費、町営バス購入費、社会保障・税番号制度システム整備業務委託料、特別養護老人ホー

ム丸瀬布ヒルトップハイツ及び丸瀬布デイサービスセンター移転改修事業補助金、保育対
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策総合支援事業費補助金、やまびこ照明器具改修工事、学校教育活動体制整備事業交付

金、社会体育振興補助金等を計上したところです。 

 また、債務負担行為として、新庁舎建設工事監理業務委託料のほか、白滝農林水産物直

売・食材供給施設、芸術文化交流プラザ及び社会体育施設の指定管理料の期間及び限度額

を設定するものです。 

 議案第１７号令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）については、

職員の給与改定等に伴う人件費を計上したところです。 

 議案第１８号令和５年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

は、当初見込みより被保険者数及び賦課額が増加したことにより、後期高齢者医療広域連

合保険料負担金を計上したところです。 

 議案第１９号令和５年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第２号）については、職員

の給与改定等に伴う人件費及び介護保険システム改修業務委託料を計上したところです。 

 議案第２０号令和５年度遠軽町水道事業会計補正予算（第２号）及び議案第２１号令和

５年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第３号）については、職員の給与改定等に伴う人

件費を計上したところです。 

 以上が、本議会に提案をいたしました議案の大要です。 

 なお、一般会計補正予算について、追加提案を予定しておりますので、あらかじめ御承

知おきいただきますようお願い申し上げます。 

 御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願いを申し上げます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第４ 議案第１号表彰についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 堂前総務課長。 

○総務課長（堂前政好君） 議案第１号表彰について御説明いたします。 

 遠軽町表彰条例第２条の規定により、次のとおり表彰することについて、議会の議決を

求めるものであります。 

 １の遠軽町表彰条例第２条第３号ウに該当する社会功労としまして、ふるさと振興資金

として８０万円の御寄附を頂きました静岡県静岡市葵区北安東４丁目１４番５５号２、深

井将之様。社会福祉振興資金として５０万円の御寄附を頂きました遠軽町社名淵６１番地

１、橋本尚明様。 

 ２の遠軽町表彰条例第２条第３号エに該当する社会功労としまして、まちづくり振興資

金として２００万円の御寄付を頂きました遠軽町東町１丁目４番地１９、遠軽電機株式会

社様。まち・ひと・しごと創生推進事業資金として１００万円の御寄附を頂きました東京

都文京区湯島３丁目３１番１号、エム・エフコンサルタント株式会社様であります。 
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 以上、社会功労４件につきまして、遠軽町表彰条例に基づき表彰いたしたく提案するも

のであります。 

 以上で、議案第１号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１号表彰についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第２号 

○議長（杉本信一君） 日程第５ 議案第２号遠軽町犯罪被害者等支援条例の制定につい

てを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 古賀住民生活課長。 

○住民生活課長（古賀伸次君） 議案第２号遠軽町犯罪被害者等支援条例の制定について

御説明いたします。 

 本案は、犯罪被害者等基本法に基づき、町が行う犯罪被害者等に対する支援について必

要な事項を定めるため、本条例を定めるものであります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 遠軽町犯罪被害者等支援条例であります。 

 第１条は、この条例の趣旨でありまして、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復または

軽減を図り、安全・安心な地域社会の実現に寄与するため、犯罪被害者等の支援について

基本となる事項を定めるものであります。 

 第２条は、この条例で使用する用語を定義したものであります。 

 第３条は、基本理念でありまして、第１項及び第２項については、犯罪被害者等支援に

ついての配慮について、第３項は、継続的な支援について規定するものであります。 

 第４条は、町の責務、第５条は、町民等の責務、第６条は、事業者の責務について規定

するものであります。 

 第７条は、犯罪被害者等が直面している問題についての相談や関係機関との連絡調整、

支援の窓口について規定するものであります。 

 第８条は、見舞金の支給でありまして、第１号、遺族見舞金として３０万円、第２号、

傷病見舞金として１０万円を支給するものであります。 
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 第９条は、日常生活の支援、第１０条は、居住の安定を図るための支援について、第１

１条は、安全の確保について、個人情報の適切な取扱いの確保等について規定するもので

あります。 

 第１２条は、犯罪被害者等の支援の必要性についての情報提供や啓発活動について規定

するものであります。 

 第１３条は、犯罪被害者等からの意見・要望について施策に反映させるよう努めること

を規定するものであります。 

 第１４条は、社会通念上適切でないと認める場合は、犯罪被害者等の支援を行わないこ

とができることを規定するものであります。 

 第１５条は、委任に関する規定です。 

 附則第１項としまして、条例の施行日を令和６年４月１日とするものです。 

 附則第２項は、適用区分であり、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為による死

亡または傷病について適用するものであります。 

 条例案の説明は以上となりまして、次のページ以降に参考資料としまして、この条例の

施行規則を添付しておりますので、後ほど御参照願います。 

 以上で、議案第２号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 議案第２号遠軽町犯罪被害者等支援条例の制定については、なお、審査の必要があると

思われますので、民生常任委員会に付託し、閉会中の審査にしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は民生常任委員会に付託し、閉会中の審査とすることに決定しまし

た。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第３号 

○議長（杉本信一君） 日程第６ 議案第３号遠軽町生田原木のおもちゃワールド館条例

の一部改正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 大泉生田原総合支所参事。 

○生田原総合支所参事（大泉勝義君） 議案第３号遠軽町生田原木のおもちゃワールド館

条例の一部改正について御説明いたします。 
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 本案は、社会情勢の変化に伴い、生田原木のおもちゃワールド館使用料を改正するた

め、本条例を定めるものであります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 遠軽町生田原木のおもちゃワールド館条例の一部を改正をする条例であります。 

 改正の内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明いたしますので、参考

資料を御覧願います。 

 別表中、現行につきましては、展示室、「１日券、中学生以上 １人、６３０円、１日

券、小学生以下（幼児を含まない。） １人、３２０円」を、新たに展示室の１日券を、

遠軽町民、遠軽町民以外に区分し、「展示室、１日券(遠軽町民)、中学生以上 １人、３

５０円、小学生 １人、１５０円。１日券 (遠軽町民以外)、中学生以上 １人、７００

円、小学生 １人、３５０円」に改正し、展示室、年間券、「中学生以上 １人、３,１

５０円、年間券、小学生以下（幼児を含まない。） １人、１,５８０円」を、展示室、

年間券、「中学生以上 １人、３,６００円、小学生 １人、１,８００円」に、それぞれ

改正するものです。 

 備考につきましては、同表備考３を同表備考４とし、同表備考２を同表備考３とし、同

表備考１を同表備考２とし、同表備考１として、「未就学児童は無料とする。」を加える

ものです。 

 附則といたしまして、この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 また、この条例の施行日前に施行日以降の使用の期間に係る使用料を徴収している場合

は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなすものであります。 

 以上で、議案第３号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第３号遠軽町生田原木のおもちゃワールド館条例の一部改正についてを

採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第４号から日程第１８ 議案第２１号まで 

○議長（杉本信一君） 日程第７ 議案第４号遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の

一部改正について、日程第８議案第５号遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例及び遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正について、日程第９ 
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議案第６号遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につい

て、日程第１０ 議案第１３号指定管理者の指定について、日程第１１ 議案第１４号指

定管理者の指定について、日程第１２ 議案第１５号指定管理者の指定について、日程第

１３ 議案第１６号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）、日程第１４ 議案第

１７号令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、日程第１５ 議案第

１８号令和５年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、日程第１６ 議案

第１９号令和５年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第２号）、日程第１７ 議案第２

０号令和５年度遠軽町水道事業会計補正予算（第２号）、日程第１８ 議案第２１号令和

５年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第３号）、以上、議案１２件は関連がありますの

で、一括して議題とします。 

 上程の順により、提出者の説明を求めます。 

 堂前総務課長。 

○総務課長（堂前政好君） 議案第４号遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部改

正について御説明いたします。 

 一般職の職員の給与につきましては、地方公務員法の規定に基づき、国家公務員の給与

改定の状況等を踏まえ、これまで改定をしてきたところであります。 

 本案は、今年の給与改定に当たりましても、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定

に鑑み、一般職の職員の給与を改定するため提案するものであります。 

 次のページ、別紙を御覧願います。 

 遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例であります。 

 この条例は、２条の構成でありまして、施行日の違いにより条を分けております。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、５ページの次の参考

資料をお開き願います。 

 第１条関係は、令和５年度に影響する改正であります。 

 第２３条は、期末手当に関する規定でありまして、第２項は、定年前再任用短時間勤務

職員以外の一般職に対する規定であり、１２月期の支給割合を１００分の１２０から１０

０分の１２５に改め、年間支給割合を２.４月から２.４５月に引き上げるものでありま

す。 

 同条第３項は、定年前再任用短時間勤務職員に対する規定であり、１２月期の支給割合

を１００分の６７.５から１００分の７０に改め、年間支給割合を１.３５月から１.３７

５月に引き上げるものであります。 

 次に、第２６条は、勤勉手当に関する規定でありまして、第２項第１号は、定年前再任

用短時間勤務職員以外の一般職に対する規定であり、１２月期の支給割合を１００分の１

００から１００分の１０５に改め、年間支給割合を２.０月から２.０５月に引き上げるも

のであります。 

 同項第２号は、定年前再任用短時間勤務職員に対する規定であり、１２月期の支給割合
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を１００分の４７.５から１００分の５０に改め、年間支給割合を０.９５月から０.９７

５月に引き上げるものであります。 

 次に、別表第１は、一般職給料表でありまして、このページから４ページにかけて給料

表を改定するものでありまして、大卒初任給を１万１,０００円、高卒初任給を１万２,０

００円引き上げ、また、若年層に重点を置き、そこから改定率を低減させる形で所要の改

定をするものであります。 

 次に、参考資料の５ページを御覧願います。 

 第２条関係は、令和６年度に影響する改正であります。 

 第２３条は、期末手当に関する規定でありまして、先ほどの第１条関係での改正による

期末手当の支給割合を令和６年度以降は、６月期、１２月期共に同じ支給割合とするた

め、改めるものでありまして、第２項は、定年前再任用短時間勤務職員以外の一般職の支

給割合を１００分の１２５から１００分の１２２.５に改め、第３項は、定年前再任用短

時間勤務職員の支給割合を１００分の７０から１００分の６８.７５に改めるものであり

ます。 

 第２６条は、勤勉手当に関する規定でありまして、先ほどの第１条関係での改正による

勤勉手当の支給割合を令和６年度以降は、６月期、１２月期共に同じ支給割合とするた

め、改めるものでありまして、第２項第１号は、定年前再任用短時間勤務職員以外の一般

職の支給割合を１００分の１０５から１００分の１０２.５に改め、同項第２号は、定年

前再任用短時間勤務職員の支給割合を１００分の５０から１００分の４８.７５に改める

ものであります。 

 新旧対照表の前のページ、別紙の５ページにお戻りいただきまして、附則といたしまし

て、第１項は、施行期日であり、この条例は、公布の日から施行するものであります。た

だし、第２条の規定は、令和６年４月１日からであります。 

 第２項は、第１条による改正後の給与条例のうち、一般職給料表の改定は、令和５年４

月１日から適用することを規定しております。 

 第３項は、第１条による改正後の給与条例のうち、期末手当及び勤勉手当の支給割合の

改定は、令和５年１２月１日から適用することを規定しております。 

 第４項は、給与の内払いについて規定をしております。 

 以上で、議案第４号の説明を終わります。 

 次に、議案第５号遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び遠軽町長、副

町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 本案は、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定に鑑み、議会議員並び

に町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合を改定するため提案するものでありま

す。 

 次のページ、別紙を御覧願います。 

 遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び遠軽町長、副町長及び教育長の
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給与に関する条例の一部を改正する条例であります。 

 この条例は、４条の構成でありまして、第１条及び第２条は、議会議員の期末手当の支

給割合を改定する規定、第３条及び第４条は、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給

割合を改定する規定であります。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、次のページの参考資

料をお開き願います。 

 議会議員並びに町長、副町長及び教育長共に、改正内容、期末手当の支給割合などは同

じでありますので、議会議員の例により、参考資料の１ページで御説明いたします。 

 第１条関係は、令和５年度の期末手当の支給割合を改定するもので、１２月期の支給割

合を１００分の２２０から１００分の２３０に改め、年間の支給割合を４.４月から４.５

月に引き上げるものであります。 

 次の表の第２条関係は、令和６年度以降の６月期、１２月期共に同じ支給割合とするた

め、１００分の２３０から１００分の２２５に改めるものであります。 

 前のページ、別紙に戻っていただきまして、附則として、第１項は、施行期日であり、

この条例は、公布の日から施行するものであります。ただし、第２条及び第４条は、令和

６年４月１日からであります。 

 第２項は、第１条及び第３条による改正後の条例の規定は、令和５年１２月１日から適

用することを規定しております。 

 第３項は、期末手当の内払いについて規定をしております。 

 以上で、議案第５号の説明を終わります。 

 次に、議案第６号遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正

について御説明いたします。 

 本案は、一般職の職員の給与改定に鑑み、会計年度任用職員の給与を改定するため提案

するものであります。 

 次のページ、別紙を御覧願います。 

 遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であり

ます。 

 改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、１０ページの次の参

考資料をお開き願います。 

 別表第１は、給料表でありまして、このページから９ページにかけて給料表を改定する

ものであります。 

 会計年度任用職員の給料表は、一般職の職員の給料表を基準として定めており、一般職

給料表の改定に合わせて、会計年度任用職員の給料表についても引き上げるため、所要の

改定をするものであります。 

 新旧対照表の前のページ、別紙の１０ページに戻っていただきまして、附則として、こ

の条例は、令和６年４月１日から施行するものであります。 
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 以上で、議案第６号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１３号指定管理者の指定について御説明いたしま

す。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、次のとおり指定管理者を指定すること

について、議会の議決を求めるものであります。 

 公の施設の名称は、白滝農林水産物直売・食材供給施設であります。 

 指定管理者は、遠軽町白滝８３９番地、株式会社矢木組、代表取締役矢木済でありま

す。 

 指定の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までであります。 

 次のページ、参考資料をお開き願います。 

 公の施設の名称、指定する指定管理者の名称等の名称及び所在地は記載のとおりでござ

います。 

 業務につきましては、アからオまでとなり、施設の維持管理に関する業務、施設の運営

に関する業務、施設の使用許可に関する業務、施設の使用許可に係る料金の徴収に関する

業務、前各号に掲げるもののほか、町長が施設の管理上必要と認める業務であります。 

 指定の期間は記載のとおりでありますが、指定管理料は、３年間合計で１,２３０万

円。内訳は、令和６年度４２０万円、令和７年度４１０万円、令和８年度４００万円であ

ります。 

 選定に当たりましては、当該施設の指定管理者の公募に申請のありました１法人につい

て、１１月２日、指定管理者選定委員会を開催しまして、審査をしております。 

 選定の結果につきましては、申請者から提出されました申請書の内容について審査した

結果、当該申請者は、これまでの指定管理に培われたノウハウや法人の特徴を十分に生か

しながら、施設の適正な管理運営が可能であると判断したものであります。 

 また、当該申請者は、地域の各種活動に積極的に参加、支援をしており、地域と共存共

栄し、地域の特色ある資源を活用しながら施設の魅力向上を図ることに十分期待できるた

め、株式会社矢木組を指定管理者の候補者として選定したものであります。 

 協定につきましては、指定の議決後、協定を締結することとしております。 

 続きまして、次のページ、議案第１４号指定管理者の指定について御説明いたします。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、次のとおり指定管理者を指定すること

について、議会の議決を求めるものであります。 

 公の施設の名称は、遠軽町総合体育館、東体育館、社名淵体育館、豊里体育館、遠軽町

武道館、えんがる温水プール、遠軽コミュニティセンター、瀬戸瀬コミュニティセン

ター、えんがる高齢者スポーツセンター、えんがる球場、えんがる東球場、えんがるソフ

トボール球場、えんがる球技場、えんがる湧別川球技場、えんがる多目的広場、えんがる

湧別川多目的広場、えんがるテニスコート、えんがるパークゴルフ場、瀬戸瀬パークゴル
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フ場であります。 

 指定管理者は、遠軽町西町１丁目２番地、特定非営利活動法人遠軽町スポーツ協会、会

長佐渡淳道であります。 

 指定の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までであります。 

 次のページ、参考資料をお開き願います。 

 公の施設の名称、指定する指定管理者の名称等の名称及び所在地は記載のとおりでござ

います。 

 業務につきましては、アからカまでとなり、当該社会体育１９施設の維持管理に関する

業務、運営に関する業務、使用の許可に関する業務、使用の許可に係る料金の収受に関す

る業務、体育及びレクリエーション活動の普及振興に関する業務、その他教育委員会が管

理上必要と認める業務であります。 

 指定の期間は記載のとおりであります。指定管理料は３年間合計で５億８,００１万１,

０００円。内訳は、令和６年度１億９,２０７万２,０００円、令和７年度１億９,２８６

万４,０００円、令和８年度１億９,５０７万５,０００円であります。 

 選定に当たりましては、１１月２日、指定管理者選定委員会を開催し、提出されました

申請書を審査しております。 

 選定の結果の非公募とした理由でありますが、遠軽町スポーツ協会は、日常的に社会体

育施設を利用し、町民が利用しやすい施設づくりを目指すために必要な施設の状況を十分

把握しており、また、従前からスポーツの振興に積極的に取り組み、社会体育施設の設置

目的を最大限に生かすことができるものと考えております。 

 さらには、非営利活動法人であることにおいても、教育施設である社会体育施設の管理

運営を委任するにふさわしく、現在までの指定管理者としての実績もあることから、公募

によらないことが適当であると判断したものであります。 

 選定の理由としましては、申請者から提出された申請書の内容について審査の結果、遠

軽町社会体育施設の設置目的の達成に有効な運営方針に基づき、社会体育施設の安定的な

運営及び的確な管理を行うための計画が確実で具体的な内容となっており、施設の適正な

管理運営が可能であると評価されました。 

 また、これまでの指定管理の経験と運営ノウハウを有しており、管理を安定して行う能

力と組織体制を備えている点も評価されまして、特定非営利活動法人遠軽町スポーツ協会

を指定管理者の候補者に選定したものであります。 

 協定につきましては、指定の議決後、協定を締結することとしております。 

 続きまして、次のページ、議案第１５号指定管理者の指定について御説明いたします。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、次のとおり指定管理者を指定すること

について、議会の議決を求めるものであります。 

 公の施設の名称は、遠軽町芸術文化交流プラザであります。 

 指定管理者は、遠軽町岩見通南１丁目１番地２、遠軽商工会議所、会頭渡邊博行であり
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ます。 

 指定の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までであります。 

 次のページ、参考資料をお開き願います。 

 公の施設の名称、指定する指定管理者の名称等の名称及び所在地は記載のとおりでござ

います。 

 業務につきましては、アからオまでとなり、プラザの維持管理に関する業務、運営に関

する業務、使用の許可に関する業務、使用の許可に係る料金の徴収に関する業務、その他

教育委員会が管理運営上必要と認める業務であります。 

 指定の期間は記載のとおりでありますが、指定管理料は３年間合計で３億２,８４０万

３,０００円。内訳は、令和６年度１億８９２万１,０００円、令和７年度１億９７２万

１,０００円、令和８年度１億９７６万１,０００円であります。 

 選定に当たりましては、１１月２日、指定管理者選定委員会を開催し、提出された申請

書を審査しております。 

 選定結果の非公募とした理由でありますが、遠軽商工会議所は、遠軽地区内における商

工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福

祉の増進と商工業の発展に寄与することを目的として設立されており、令和２年度から指

定管理者として、芸術文化事業に関する専門的知識や経験の蓄積に加え、日常的な施設の

利用形態や住民ニーズ等の把握、適正な住民サービスの提供を日々行いまして、さらに

は、中心市街地ににぎわいをもたらす各種イベント等の企画や開催経験が豊富であり、施

設の機能を十二分に発揮することで、地域の活性化に寄与しているところであります。 

 遠軽町芸術文化交流プラザの継続的かつ計画的な事業発展には、その実績とノウハウを

活用すべきであり、管理運営を委任するにふさわしいことから、公募によらないことが適

当であると判断したものであります。 

 選定の理由としましては、申請者から提出されました申請書の内容について、審査の結

果、遠軽町芸術文化交流プラザの設置目的の達成に有効な運営方針に基づきまして、当施

設の安定的な運営及び的確な管理を行うための計画が確実で具体的な内容となっており、

施設の適正な管理運営が可能であると評価されております。 

 また、これまでに培った管理・運営技術や専門技能を生かしながら、管理を安定して行

う能力と組織体制を備えている点も評価されたため、遠軽商工会議所を指定管理者の候補

者に選定したものであります。 

 協定につきましては、指定の議決後に協定を締結することとしております。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 今井財政課長。 

○財政課長（今井昌幸君） 議案第１６号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）

について説明いたします。 

 令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）につきましては、既定の歳入歳出予算の
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総額から歳入歳出それぞれ１,４４８万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１７

９億８,６８６万８,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。 

 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」により説明いたします。 

 地方債の追加は、「第３表地方債補正」により説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正の１、歳入から説明いたします。 

 １５款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に２,１６４万４,０００円を追加

し、総額を１７億１,２４３万３,０００円とするものです。 

 １６款道支出金につきましては、２項道補助金に１１６万１,０００円を追加、３項委

託金に２３万１,０００円を追加し、総額を６億８,３８２万９,０００円とするもので

す。 

 １８款寄附金につきましては、１項寄附金に１,６７７万８,０００円を追加し、総額を

１億１,３０２万２,０００円とするものです。 

 １９款繰入金につきましては、１項基金繰入金を６,１６０万１,０００円を減額し、総

額を１２億８,６４３万７,０００円とするものです。 

 ２１款諸収入につきましては、５項雑入に６００万円を追加し、総額を２億８,４１５

万３,０００円とするものです。 

 ２２款町債につきましては、１項町債に１３０万円を追加し、総額を２９億３,２２０

万円とするものです。 

 これにより、歳入合計１８０億１３５万５,０００円から１,４４８万７,０００円を減

額し、総額を１７９億８,６８６万８,０００円とするものです。 

 次のページをお開き願います。 

 ２、歳出について説明いたします。 

 １款議会費につきましては、１項議会費に３８万９,０００円を追加し、総額を８,６８

６万４,０００円とするものです。 

 ２款総務費につきましては、１項総務管理費を４,８５７万３,０００円減額、２項徴税

費に１７０万９,０００円を追加、３項戸籍住民基本台帳費に６１１万６,０００円を追加

し、総額を３９億９,２４１万９,０００円とするものです。 

 ３款民生費につきましては、１項社会福祉費に５５５万２,０００円を追加、２項児童

福祉費に６７４万１,０００円を追加し、総額を３６億２,８５７万円とするものです。 

 ４款衛生費につきましては、１項保健衛生費に３２万３,０００円を追加し、総額を２

３億６,２７３万９,０００円とするものです。 

 ７款商工費につきましては、１項商工費に１４８万５,０００円を追加し、総額を５億

７,３６９万４,０００円とするものです。 

 １０款教育費につきましては、１項教育総務費に２３万１,０００円を追加、２項小学
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校費に５７８万円を追加、３項中学校費に４７６万円を追加、６項保健体育費に１００万

円を追加し、総額を１６億２,２２１万円とするものです。 

 これにより、歳出合計１８０億１３５万５,０００円から１,４４８万７,０００円を減

額し、総額を１７９億８,６８６万８,０００円とするものです。 

 次に、第２表、債務負担行為補正について説明いたします。 

 債務負担行為の追加につきましては、新庁舎建設工事監理業務委託料、限度額８,９３

２万円を追加するもので、期間は、令和５年度～令和７年度まで。白滝農林水産物直売・

食材供給施設指定管理料、限度額１,２３０万円、芸術文化交流プラザ指定管理料、限度

額３億２,８４０万３,０００円、社会体育施設指定管理料、限度額５億８,００１万１,０

００円を追加するもので、期間はいずれも令和５年度～令和８年度までです。 

 次に、第３表、地方債補正について説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 地方債の追加につきましては、やまびこ改修事業、限度額１３０万円を追加するもの

で、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から説

明いたします。 

 １０ページをお開き願います。 

 １款議会費１項議会費１目議会費、議員報酬及び期末手当等３８万９,０００円につき

ましては、期末手当の支給率の改定により、予算を補正するものです。 

 １２ページをお開き願います。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、特別職人件費２１９万２,０００円につき

ましては、期末手当の支給率の改定及び教育長の選任により、予算を補正するものです。

一般職人件費７,２６２万５,０００円の減額につきましては、給与改定のほか人事異動に

伴う会計間の移動及び退職手当の負担金率の変更等により予算を補正するものです。総務

一般経費３３万円につきましては、本庁舎のシュレッダー故障に伴い、新たに購入するた

め、備品購入費を計上するものです。 

 ６目企画費、ふるさと納税促進事業５５２万６,０００円につきましては、ふるさと納

税寄附額の増加により、返礼品発送等に係る通信運搬費３０４万３,０００円、ふるさと

納税サイト利用等に係る手数料１４９万２,０００円、ふるさと納税受付等業務委託料９

９万１,０００円をそれぞれ追加するものです。 

 ８目交通対策費、バス路線確保事業５１万円につきましては、広域生活交通路線及び単

独補助路線に係る運行実績に基づき、地域公共交通確保維持改善事業補助金を追加するも

のです。町営バス運行事業６００万円につきましては、運行業務を委託している町営バス

社名淵線で発生した事故により、車両が廃車となったため、代替バス購入に係る備品購入

費を追加するものです。 

 １５目基金運営費、基金運営事業につきましては、まちづくり振興基金積立金の追加と
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して、指定寄附金１３件、３２１万円と、ふるさと納税寄附金の寄附額増加を見込み、６

２８万４,０００円、合わせて９４９万４,０００円を追加するものです。 

 １４ページをお開き願います。 

 ２項徴税費１目税務総務費、税務総務一般経費１７０万９,０００円につきましては、

法人町民税の確定申告及び個人町民税の過年度申告による還付が増えているため、税収入

還付金を追加するものです。 

 １６ページをお開き願います。 

 ３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費、戸籍・住民基本台帳管理事業６１１

万６,０００円につきましては、マイナンバー法等の一部改正により、マイナンバーカー

ドへの氏名のローマ字表記及び振り仮名を記載するため、住民基本台帳システム及び戸籍

システムを改修する必要があることから、社会保障・税番号制度システム整備業務委託料

を計上するものです。 

 １８ページをお開き願います。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、社会福祉施設助成事業１８３万９,０

００円につきましては、特別養護老人ホーム丸瀬布ヒルトップハイツの備品購入費用に対

する道補助金の増額に伴い、特別養護老人ホーム丸瀬布ヒルトップハイツ移転改修事業補

助金を追加するものです。介護保険事業４６万２,０００円につきましては、職員人件費

の給与改定及び介護保険制度改正等に伴うシステム改修のため、介護保険特別会計繰出金

を追加するものです。 

 ２目障害者福祉費２８万６,０００円につきましては、障害福祉サービス等報酬改定に

伴うシステム改修のため、障がい者福祉システム改修業務委託料を追加するものです。 

 ３目高齢者福祉費２９６万５,０００円につきましては、丸瀬布デイサービスセンター

解体工事におけるアスベスト含有量の増及び物価、人件費の増に伴い、工事費が増加した

ため、丸瀬布デイサービスセンター移転改修事業補助金を追加するものです。 

 ２０ページをお開き願います。 

 ２項児童福祉費１目児童福祉総務費、子ども・子育て支援事業６７４万１,０００円に

つきましては、私立認定こども園の保育士の業務負担軽減等に係る経費を補助するため、

保育対策総合支援事業費補助金を追加するものです。 

 ２２ページをお開き願います。 

 ４款衛生費１項保健衛生費３目予防費、新型コロナウイルスワクチン接種事業４２万

９,０００円につきましては、新型コロナウイルスワクチンの接種記録に対するマイナン

バー情報連携に必要となるシステム改修を行うため、健康管理システム改修業務委託料を

追加するものです。 

 ４目環境衛生費、上水道事業１０万６,０００円の減額につきましては、給与改定及び

退職手当負担金の利率変更に伴い、人件費負担分繰出金に不用額が見込まれるため、水道

事業会計繰出金を減額するものです。 
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 ２４ページをお開き願います。 

 ７款商工費１項商工費４目観光施設費、やまびこ管理事業１４８万５,０００円につき

ましては、やまびこホール内に設置されている天井つり下げ灯が正常に動作していないた

め、器具のＬＥＤ化に係る経費として、やまびこ照明器具改修工事を計上するものです。 

 ２６ページをお開き願います。 

 １０款教育費１項教育総務費３目教育振興費、教育振興一般経費２３万１,０００円に

つきましては、道からの委託を受け、中学校部活動の地域移行に向けた体制整備を図るた

めの実証事業を実施するに当たり、統括コーディネーターを任用するため、会計年度任用

職員報酬を計上するものです。 

 ２８ページをお開き願います。 

 ２項小学校費１目学校管理費、小学校管理一般経費５７８万円につきましては、学校で

の感染症の影響を最小限に止めつつ、教育活動を継続できる環境を維持するため、小学校

における学校教育活動体制の整備に必要となる経費を交付するもので、学校教育活動体制

整備事業交付金を計上するものです。 

 ３０ページをお開き願います。 

 ３項中学校費１目学校管理費、中学校管理一般経費４７６万円につきましては、学校で

の感染症の影響を最小限に止めつつ、教育活動を継続できる環境を維持するため、中学校

における学校教育活動体制の整備に必要となる経費を交付するもので、学校教育活動体制

整備事業交付金を計上するものです。 

 ３２ページをお開き願います。 

 ６項保健体育費１目保健体育総務費、保健体育各種大会参加費助成事業１００万円につ

きましては、遠軽高校ラグビー部の全国大会出場に当たり、企業版ふるさと納税による寄

附があったため、補助金を追加交付するものであり、社会体育振興補助金を追加するもの

です。 

 次に、２、歳入について説明いたします。 

 ８ページをお開き願います。 

 １５款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金１,１３８万６,０００円につき

ましては、小中学校における学校教育活動体制の整備に伴う新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金５２７万円の追加、マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記及

び振り仮名を記載するため、住民基本台帳システム等の改修に伴う社会保障・税番号制度

システム整備費補助金６１１万６,０００円の計上です。 

 ２目民生費国庫補助金４５５万９,０００円につきましては、障害福祉サービス等報酬

改定におけるシステム改修に伴う障害者総合支援事業費補助金１４万３,０００円の計

上、私立認定こども園の保育士の業務負担軽減等に係る経費補助に伴う保育対策総合支援

事業費補助金４４１万６,０００円の追加です。 

 ３目衛生費国庫補助金４２万９,０００円につきましては、新型コロナウイルスワクチ
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ン接種体制確保事業費補助金の追加です。 

 ６目教育費国庫補助金５２７万円につきましては、小中学校における学校教育活動体制

の整備に伴う学校保健特別対策事業費補助金の計上です。 

 １６款道支出金２項道補助金２目民生費道補助金１１６万１,０００円につきまして

は、私立認定こども園の保育士の業務負担軽減等に係る経費補助に伴う保育対策総合支援

事業費補助金の計上です。 

 ３項委託金５目教育費委託金２３万１,０００円につきましては、部活動地域移行等実

証事業委託金の計上です。 

 １８款寄附金１項寄附金２目指定寄附金３２１万円につきましては、まちづくり振興資

金として８件２４６万円、社会福祉振興資金として２件５５万円、教育振興資金として１

件１０万円、図書館用図書購入資金として１件５万円、新庁舎建設資金として１件５万円

の指定寄附を頂いたものです。 

 ３目ふるさと納税寄附金１,３５６万８,０００円につきましては、ふるさと納税寄附額

の増加を見込み、１,２５６万８,０００円を追加するとともに、遠軽高等学校部活動ラク

ビー部支援資金として１件１００万円の企業版ふるさと納税寄附金を頂いたものです。 

 １９款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金につきましては６,１６０万１,０

００円を減額するものです。 

 ２１款諸収入５項雑入２目弁償金２６８万２,０００円につきましては、町営バス社名

淵線で発生した事故による廃車車両に係る弁償金の追加。６目雑入３３１万８,０００円

につきましても、町営バス社名淵線で発生した事故による廃車車両に係る公有物件災害共

済金の追加です。 

 ２２款町債１項町債１目商工債１３０万円につきましては、やまびこ改修事業債の計上

です。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） １１時２０分まで、暫時休憩とします。 

午前１１時１０分 休憩 

────────────── 

午前１１時１９分 再開 

○議長（杉本信一君） 再開いたします。 

 ９番佐藤議員より、体調不良につき退席という届出がありましたので御報告申し上げま

す。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 古賀住民生活課長。 

○住民生活課長（古賀伸次君） 議案第１７号令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について御説明いたします。 

 令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、既定の歳
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入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２１億４,９５７万３,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出の予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正の１、歳入から御説明いたします。 

 ６款繰越金につきましては、１項繰越金に１万９,０００円を追加し、総額を２万円と

するものです。 

 これにより、歳入合計２１億４,９５５万４,０００円に１万９,０００円を追加し、総

額を２１億４,９５７万３,０００円とするものです。 

 次に、２、歳出について御説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 １款総務費につきましては、１項総務管理費に１万９,０００円を追加し、総額を５,３

２１万７,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計２１億４,９５５万４,０００円に１万９,０００円を追加し、総

額を歳入歳出同額の２１億４,９５７万３,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から御

説明いたします。 

 ８ページをお開き願います。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費１万９,０００円につきましては、会計間の

人事異動に伴う一般職人件費の精査によるものです。 

 次に、２、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開き願います。 

 ６款繰越金１項繰越金１目繰越金１万９,０００円につきましては、前年度繰越金の追

加です。 

 以上で、議案第１７号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１８号令和５年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について御説明いたします。 

 令和５年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４９万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億８,１０８万１,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正の１、歳入から御説明いたします。 

 １款後期高齢者医療保険料につきましては、１項後期高齢者医療保険料に５４９万８,
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０００円を追加し、総額を２億６,８６１万１,０００円とするものです。 

 これにより、歳入合計３億７,５５８万３,０００円に５４９万８,０００円を追加し、

総額を３億８,１０８万１,０００円とするものです。 

 次に、２、歳出について御説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、１項後期高齢者医療広域連合納付

金に５４９万８,０００円を追加し、総額を３億７,８６６万円とするものです。 

 これにより、歳出合計３億７,５５８万３,０００円に５４９万８,０００円を追加し、

総額を歳入歳出同額の３億８,１０８万１,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から御

説明いたします。 

 ８ページをお開き願います。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項後期高齢者医療広域連合納付金１目後期高齢者

医療広域連合納付金５４９万８,０００円につきましては、広域連合推計値より被保険者

数及び賦課額が増加したことによる後期高齢者医療広域連合保険料負担金の追加です。 

 次に、２、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開き願います。 

 １款後期高齢者医療保険料１項後期高齢者医療保険料１目後期高齢者医療保険料５４９

万８,０００円につきましては、現年度分保険料の追加です。 

 以上で、議案第１８号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 岩井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（岩井誠志君） 議案第１９号令和５年度遠軽町介護保険特別会計補正予

算（第２号）について御説明いたします。 

 令和５年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、既定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０３万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

２２億３６７万２,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。 

 ４款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に５７万２,０００円を追加し、総額

を５億５,９２７万４,０００円とするものです。 

 ８款繰入金につきましては、１項一般会計繰入金に４６万２,０００円を追加し、総額

を３億５,３８０万１,０００円とするものです。 

 これによりまして、歳入合計２２億２６３万８,０００円に１０３万４,０００円を追加

し、総額を２２億３６７万２,０００円とするものです。 
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 次に、歳出について御説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 １款総務費につきましては、１項総務管理費に１０３万４,０００円を追加し、総額を

４,１８３万１,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計２２億２６３万８,０００円に１０３万４,０００円を追加し、総

額を歳入歳出同額の２２億３６７万２,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から御説明いた

します。 

 ８ページをお開き願います。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費、一般職人件費１１万円の減額につきまして

は、職員の給与改定に伴う執行精査であります。一般管理費１１４万４,０００円の追加

につきましては、介護報酬改定等に伴う介護保険システム改修業務委託料の追加でありま

す。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開き願います。 

 ４款国庫支出金２項国庫補助金５目介護保険事業費補助金５７万２,０００円の追加に

つきましては、介護保険システム改修業務に対する介護保険事業費補助金の追加でありま

す。 

 ８款繰入金１項一般会計繰入金４目その他一般会計繰入金１１万円の減額につきまして

は、職員給与費等一般会計繰入金の減額、５７万２,０００円の追加につきましては、介

護保険システム改修業務の追加に伴う事務費一般会計繰入金の追加であります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川寿雄君） 議案第２０号令和５年度遠軽町水道事業会計補正予算（第２

号）について説明いたします。 

 第２条は、令和５年度遠軽町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予

定額を次のとおり補正するものです。 

 収入につきましては、第１款水道事業収益第１項営業収益を１０万６,０００円減額

し、総額を６億４,６４７万９,０００円とするものです。 

 支出につきましては、第１款水道事業費用第１項営業費用を９３万２,０００円減額

し、総額を６億８,６２９万７,０００円とするものです。 

 第３条は、予算第７条に定めた職員給与費６,１６４万５,０００円を６,０７１万３,０

００円に改めるものです。 

 次の１ページは実施計画、２ページはキャッシュ・フロー計算書、３ページから４ペー

ジは予定貸借対照表で、説明を省略させていただきます。 

 次に、５ページを御覧願います。 
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 補正予算明細により説明いたします。 

 収益的収入及び支出の収入、１款水道事業収益１項営業収益２目他会計負担金１節一般

会計負担金１０万６,０００円の減額は、企業職員人件費の一部負担分について、企業職

員の給与改定及び執行精査による一般会計繰入金の減額によるものです。 

 次に、６ページをお開き願います。 

 支出につきましては、１款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費１節給料から

６節法定福利費引当金繰入額まで、合計３９万４,０００円の減額。 

 ２目配水及び給水費１節給料から６節法定福利費引当金繰入額まで、合計５５万６,０

００円の減額。 

 ３目総係費１節給料から６節法定福利費引当金繰入額まで、合計１万８,０００円の追

加は、企業職員の給与改定及び執行精査により、人件費の予算を補正するものです。 

 以上で、議案第２０号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第２１号令和５年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第３号）につい

て説明いたします。 

 第２条は、令和５年度遠軽町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正するものです。 

 支出につきましては、第１款下水道事業費用第１項営業費用を７５万９,０００円減額

し、総額を１０億３,４９４万１,０００円とするものです。 

 第３条は、予算第８条に定めた職員給与費４,８０４万７,０００円を４,７１８万３,０

００円に改めるものです。 

 次の１ページは実施計画、２ページはキャッシュ・フロー計算書、３ページから４ペー

ジは予定貸借対照表で、説明は省略させていただきます。 

 次に、５ページを御覧願います。 

 補正予算明細により説明いたします。 

 収益的収入及び支出の支出、１款下水道事業費用１項営業費用１目管渠費１節給料から

６節法定福利費引当金繰入額まで、合計５１万７,０００円の減額。 

 ２目処理場費１節給料から６節法定福利費引当金繰入額まで、合計１９万６,０００円

の減額。 

 ３目総係費１節給料から６節法定福利費引当金繰入額まで、合計４万６,０００円の減

額は、企業職員の給与改定及び執行精査により、人件費の予算を補正するものです。 

 以上で、議案第２１号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、一括上程しました議案１２件の質疑を行います。 

 質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。 

 これより、議案第４号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 
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 これをもって、議案第４号の質疑を終わります。 

 次に、議案第５号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第５号の質疑を終わります。 

 次に、議案第６号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第６号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１３号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１３号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１４号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１４号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１５号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１５号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１６号の質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 １款議会費、１０ページ、１１ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２款総務費、１２ページから１７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ３款民生費、１８ページから２１ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ４款衛生費、２２ページから２３ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ７款商工費、２４ページ、２５ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １０款教育費、２６ページから３３ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 １５款国庫支出金、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １６款道支出金、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １８款寄附金、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １９款繰入金、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２１款諸収入、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２２款町債、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、第２表、債務負担行為補正、３ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、第３表、地方債補正、４ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１６号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１７号の質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より、各款ごとに行います。 

 １款総務費、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 ６款繰越金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１７号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１８号の質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より、各款ごとに行います。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 １款後期高齢者医療保険料、６ページ、７ページ。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１８号の質疑を終わります。 

 次に、議案第１９号の質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 １款総務費、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 ４款国庫支出金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ８款繰入金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第１９号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２０号の質疑を行います。 

 質疑は、実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表を省略して、補正

予算明細により行います。 

 収益的収入及び支出、５ページ、６ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第２０号の質疑を終わります。 

 次に、議案第２１号の質疑を行います。 

 質疑は、実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表を省略して、補正

予算明細により行います。 

 収益的収入及び支出、５ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第２１号の質疑を終わります。 

 以上で、議案１２件の質疑を終わります。 

 これより、一括上程しました議案１２件を採決いたします。 

 採決は、上程の順により、各案件ごとに行います。 

 これより、議案第４号遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてを採

決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び遠軽町長、副

町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号遠軽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正

についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１３号指定管理者の指定についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号指定管理者の指定についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１５号指定管理者の指定についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第８号）を採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を採決

いたします。 
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 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１８号令和５年度遠軽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を採

決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１９号令和５年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第２号）を採決いた

します。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２０号令和５年度遠軽町水道事業会計補正予算（第２号）を採決いたしま

す。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号令和５年度遠軽町下水道事業会計補正予算（第３号）を採決いたし

ます。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１９ 議案第７号 

○議長（杉本信一君） 日程第１９ 議案第７号遠軽町国民健康保険税条例の一部改正に

ついてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 古賀住民生活課長。 

○住民生活課長（古賀伸次君） 議案第７号遠軽町国民健康保険税条例の一部改正につい

て御説明いたします。 
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 本案は、地方税法及び地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の産前産後期

間に係る所得割額及び被保険者均等割額を減額するため提案するものです。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 遠軽町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

 改正の内容につきましては、参考資料により御説明いたします。 

 参考資料を御覧ください。 

 国民健康保険税の減額、第２３条第３項については、法律の改正により、産前産後期間

に係る所得割額及び被保険者均等割額を減額する旨の規定の追加でありまして、下記の表

にあるとおり、出産する被保険者の所得割額及び被保険者均等割額を、単胎の場合４月分

を減額、多胎の場合６月分を減額するもので、令和６年１月１日からの施行であります。 

 出産被保険者に係る届出、第２４条の３については、出産する被保険者に係る届出に関

する規定の追加であり、令和６年１月１日からの施行であります。 

 別紙に戻りまして、２ページをお開きください。 

 附則第１項は、施行期日を定めています。 

 第２項は、適用区分を定めています。 

 以上で、議案第７号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 これより、議案第７号遠軽町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたしま

す。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２０ 議案第８号 

○議長（杉本信一君） 日程第２０ 議案第８号遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等

に関する条例等の一部改正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 大川水道課長。 

○水道課長（大川寿雄君） 議案第８号遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する

条例等の一部改正について説明いたします。 

 遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部改正については、遠軽町

水道事業の事業計画の変更及び遠軽町個別排水処理施設事業の地方公営企業法適用に伴
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い、関係条例の規定を整備するため、本条例を定めるものです。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 別紙は、遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例

でありまして、第１条から第５条までの規定により、遠軽町水道事業及び下水道事業の設

置等に関する条例ほか関係条例を改正するものです。 

 改正の内容は、参考資料の新旧対照表により説明いたします。 

 参考資料の新旧対照表１ページをお開き願います。 

 第１条関係は、遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正であり

まして、設置について規定している第１条第２項中、「遠軽町公共下水道事業」の次に

「及び遠軽町個別排水処理施設事業」を加え、経営の基本について規定している第２条第

２項第１号イ、水道事業の給水区域の一部の区域中、「及び白滝北支湧別」を「、白滝北

支湧別及び白滝支湧別」に、同項第２号、給水人口「１万７,６３６人」を「１万６,６７

５人」に、同項第３号の１日最大給水量「９,５２４立方メートル」を「９,４３４立方

メートル」に改め、同条に第４項として、「遠軽町個別排水処理施設事業の計画処理区域

面積は、遠軽町公共下水道事業の排水区域面積を除く行政区域全域とする。」を加え、地

方公営企業法の適用について規定している第３条中、「遠軽町簡易水道事業及び遠軽町公

共下水道事業」を「下水道事業」に改め、特別会計について規定している第４条を削除と

改めるものです。 

 ２ページをお開き願います。 

 第２条関係は、遠軽町行政組織条例の一部改正でありまして、個別排水処理施設事業に

地方公営企業法を適用することにより、第２条第１０号、経済部の事務分掌から「個別排

水処理施設に関すること。」を削るものであります。 

 第３条関係は、遠軽町特別会計条例の一部改正でありまして、個別排水処理施設事業に

地方公営企業法を適用することにより、地方自治法に基づく特別会計から当該事業会計を

削り、既に地方公営企業法を適用している下水道事業会計と合わせて一つの特別会計によ

り経理を行うものであります。 

 ３ページを御覧願います。 

 第４条関係は、遠軽町個別排水処理施設条例の一部改正でありまして、個別排水処理施

設事業に、地方公営企業法を適用することにより、事業を実施する代表者の名称を「町

長」から「水道事業管理者」に変更するもので、第２条中、「規則で」を「水道事業管理

者（以下「管理者」という。）が別に」に改め、以下、第３条第５号、第６条、第７条、

第８条、４ページ目の第９条、第１０条、第１１条、第１２条、第１３条、第１５条、第

１８条と第１９条、第２０条と第２１条の規定中、「規則で」の部分を「管理者が」に、

また、「町長」を「管理者」に改めるものです。 

 なお、３ページ、第７条第２項については、後段の読替規定を削除するものでありま

す。 
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 ６ページをお開き願います。 

 第５条関係は、遠軽町個別排水処理事業受益者分担金条例の一部改正でありまして、こ

の条例の一部改正についても、先ほどと同じく、事業を実施する代表者の名称を「町長」

から「水道事業管理者」に変更するもので、第２条中、「町長」を「水道事業管理者（以

下「管理者」という。）」に、第４条から第６条までの規定中、「町長」を「管理者」

に、第８条中、「規則で」を「管理者が」に改めるものです。 

 別紙２ページに戻りまして、附則として、この条例は、令和６年４月１日から施行する

ものです。 

 以上で、議案第８号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第８号遠軽町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部改

正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２１ 議案第９号 

○議長（杉本信一君） 日程第２１ 議案第９号遠軽町地域経済牽引事業の促進による地

域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 中原企画課長。 

○企画課長（中原 誉君） 議案第９号遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について御説明い

たします。 

 本案は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第２６

条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、課税免除の適用範囲を改正するほ

か、所要の規定を整理するため、本条例を定めるものであります。 

 次のページ、別紙をお開き願います。 

 遠軽町地域経済牽引事業促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課

税免除に関する条例の一部を改正する条例であります。 

 改正の内容につきましては、参考資料により御説明いたしますので、次のページの新旧
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対照表を御覧ください。 

 第１条中、「第１７条」を「第１８条」に、第２条中、「令和５年３月３１日まで」を

「令和７年３月３１日まで」に改めるものです。 

 別紙に戻りまして、附則としまして、第１項は、この条例は、公布の日から施行するも

のであります。 

 第２項は、改正後の第２条の規定については、令和５年４月１日から適用するものであ

ります。 

 以上で、議案第９号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第９号遠軽町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化

のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略してして、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 昼食のため、午後１時まで休憩といたします。 

午前１１時５２分 休憩 

────────────── 

午後 ０時５８分 再開 

○議長（杉本信一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２２ 議案第１０号 

○議長（杉本信一君） 日程第２２ 議案第１０号遠軽町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 太田子育て支援課長。 

○子育て支援課長（太田貴幸君） 議案第１０号遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。 

 本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準の一部改正に伴う改正であり、所要の規定を改正するものです。 

 次ページ、別紙をお開き願います。 

 遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例です。 
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 改正の内容につきましては、次ページ、参考資料の新旧対照表により御説明いたします

ので御覧ください。 

 第１５条第２号は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律の公布に伴い、就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な

提供の推進に関する法律第３条第１０項の規定が削除され、第１１項が繰り上がるため改

正するもので、第１５条第２号中の「同条第１１項」を「同条第１０項」に改めるもので

す。 

 第３６条第３項は、本条例の基となる内閣府令、特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の第３６条第３項中、同

号は、子ども・子育て支援法第１９条第２号を指すこととなりますが、本来、第１９条第

１号を指す必要があるため、同号を同条第１号に読み替えるための規定が追加されたた

め、第６条第２項中の次に、「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以

下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供して

いる施設に限る。以下この項において同じ。）と、」を加えるものです。 

 別紙に戻りまして、附則として、この条例は公布の日から施行します。 

 以上で、議案第１０号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１０号遠軽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２３ 議案第１１号 

○議長（杉本信一君） 日程第２３ 議案第１１号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１１号工事請負契約の締結について御説明いたし

ます。 

 遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定

により、工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるものであります。 
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 契約の目的は、令和５～７年度遠軽町新庁舎建設工事であります。 

 契約の方法は、総合評価一般競争入札でありまして、契約金額は６２億７,４４０万円

であります。 

 契約の相手方は、渡辺・遠軽・池田異業種特定建設共同企業体。代表者企業体、渡辺・

管野・山口建築工事特定建設共同企業体。代表者、遠軽町南町３丁目１番地、株式会社渡

辺組、代表取締役、渡辺勇喜。構成員企業体、遠軽・北海・工藤電気工事特定建設共同企

業体。代表者、遠軽町東町１丁目４番地１９、遠軽電機株式会社、代表取締役、乾淳。構

成員企業体、池田・吉崎・サトウ・三宮機械工事特定建設共同企業体。代表者、札幌市北

区北１２条西３丁目２番２０号、池田暖房工業株式会社、代表取締役社長、池田薫であり

ます。 

 また、渡辺・遠軽・池田異業種特定建設共同企業体の構成につきましては、次のページ

の参考資料を御参照願います。 

 この工事につきましては、総合評価一般競争入札により、総合的な評価を行い、６２億

７,４４０万円で渡辺・遠軽・池田異業種特定建設共同企業体に決定しております。 

 入札の執行状況につきましては、配付しております建設工事等発注状況の一覧表１４番

に記載しておりますので御参照願います。 

 なお、渡辺・遠軽・池田異業種特定建設共同企業体とは１２月１日に仮契約を締結して

おります。 

 工期につきましては、議決後、工事請負契約を締結し、着工の上、令和８年３月１０日

の完成を予定しております。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。  

 これより、議案第１１号工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２４ 議案第１２号 

○議長（杉本信一君） 日程第２４ 議案第１２号工事請負契約の変更契約の締結につい

てを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 
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○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１２号工事請負契約の変更契約の締結について御

説明いたします。 

 産業廃棄物の概数数量の確定及び外構工事の変更による設計変更に伴い、遠軽町議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、工事請

負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、令和５年度旧瀬戸瀬小学校解体工事であります。 

 契約金額は、変更前８,８４４万円。変更後９,３３５万７,０００円であります。 

 契約の相手方は、北見市北上７７７番地、株式会社三共後藤建設、代表取締役、後藤武

史であります。 

 この工事につきましては、６月１２日、株式会社渡辺組外７者により指名競争入札を行

い、株式会社三共後藤建設が８,８４４万円で落札し、６月２１日から着工、令和６年３

月８日の完成予定しているところでありますけれども、産業廃棄物の概数数量の確定及び

外構工事の変更による設計変更に伴いまして、契約金額８,８４４万円を４９１万７,００

０円増の９,３３５万７,０００円に変更するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１２号工事請負契約の変更契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎延会宣告 

○議長（杉本信一君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これをもって散会とします。 

 

午後 １時０８分 散会 

  




